
  建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 二 十 二 条 の 二 第 一 号 イ の 規 定 に 基 づ き 、 地 階 に

お け る 住 宅 等 の 居 室 に 設 け る 開 口 部 （ 以 下 「 開 口 部 」 と い う 。 ） の 構 造 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 

地 階 に お け る 住 宅 等 の 居 室 に 設 け る 開 口 部 の 構 造 を 定 め る 件 

第 一 開 口 部 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 場 所 に 面 す る こ と 。 

一 居 室 が 面 す る 土 地 の 部 分 を 掘 り 下 げ て 設 け る か ら ぼ り （ 底 面 が 当 該 開 口 部 よ り 低 い 位 置 に あ り 、 か つ

、 雨 水 を 排 水 す る た め の 設 備 が 設 け ら れ て い る も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） で 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る

部 分 

イ 上 部 が 外 気 に 開 放 さ れ て い る こ と 

ロ 当 該 居 室 の 外 壁 か ら そ の 壁 の 面 す る か ら ぼ り の 周 壁 ま で の 水 平 距 離 が 一 メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ

、 開 口 部 の 下 端 か ら か ら ぼ り の 上 端 ま で の 垂 直 距 離 （ 以 下 「 開 口 部 か ら の 高 さ 」 と い う 。 ） の 十 分 の

四 以 上 で あ る こ と 

ハ ロ の 基 準 に 適 合 す る 部 分 の 当 該 居 室 の 壁 に 沿 っ た 水 平 方 向 の 長 さ が 二 メ ー ト ル 以 上 で あ り 、 か つ 、



開 口 部 か ら の 高 さ 以 上 で あ る 部 分 
二 当 該 開 口 部 の 前 面 に 、 当 該 住 宅 等 の 敷 地 内 で 当 該 開 口 部 の 下 端 よ り も 高 い 位 置 に 地 面 が な い 場 所 

第 二 開 口 部 は 、 そ の 換 気 上 有 効 な 部 分 の 面 積 が 、 当 該 居 室 の 床 面 積 に 対 し て 、 二 十 分 の 一 以 上 で あ る こ と

。 


